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令和　年　月　日付けで申請のあった医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度に関する確認証の交付について、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令（平成31年政令第102号）、租税特別措置法施行令第６条の４第２項第１号及び第28条の10第２項第１号に規定する厚生労働大臣が定める要件等（平成31年厚生労働省告示第151号）及び租税特別措置法施行令第６条の４第４項及び第28条の10第４項に規定する厚生労働大臣が定める事項等（平成31年厚生労働省告示第153号）並びに「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について」（平成31年３月29日付け医政発0329第39号厚生労働省医政局長通知）に基づき、下記について確認したことを証明する。

記

１　対象となる設備等
　　○○○○

２　確認事項
租税特別措置法第12条の２第１項及び第45条の２第１項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件（平成21年厚生労働省告示第248号）に定める医療機器であり、「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について」（平成31年３月29日付け医政発0329第39号厚生労働省医政局長通知）第３の２（３）①に掲げる条件を満たすこと


令和　年　月　日公印


秋田県知事　鈴　木　健　太　　　　　　　





医－第　号　
令和　年　月　日　

○○　○○　様

秋田県健康福祉部医務薬事課長　

医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度に関する確認証の交付について

　このことについて、別添のとおり確認証が交付されましたので通知します。
医療保健業の用に供した日の属する事業年度（個人の場合は年）の青色申告の際には、「通常の償却費の額」と「その取得価格の１００分の１２」に相当する金額との合計額以下の金額で当該法人又は個人が必要経費として計算した額を記載し、本書類の写しを添付してください。医務薬事課調整・医療計画チーム　○○
Tel:018-860-1401
TEL 028-623-2809

